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緊
急
地
震
速
報
等
の
精
度
向
上
と
迅
速
な
情
報
提
供
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
九
年
十
二
月
に
導
入
さ
れ
た
緊
急
地
震
速
報
は
、
同
年
の
気
象
業
務
法
の
改
正
に
伴
い
、
地
震
動
の
予
報
及
び
警
報

と
し
て
同
法
に
規
定
さ
れ
た
。
予
測
さ
れ
る
地
震
動
の
大
き
さ
が
震
度
五
弱
以
上
で
あ
る
場
合
、
気
象
庁
が
特
定
の
地
域
に
対

し
警
報
を
発
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
気
象
庁
で
は
、
観
測
や
情
報
発
表
に
関
す
る
ミ
ス
が
相
次
い
だ
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
年

十
月
一
日
気
象
庁
業
務
信
頼
性
向
上
対
策
本
部
に
よ
り
「
気
象
庁
業
務
信
頼
性
向
上
対
策
要
綱
」
を
策
定
し
対
策
に
取
り
組
ん

で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
年
一
月
末
ま
で
に
気
象
庁
が
発
表
し
た
緊
急
地
震
速
報
計
十
二
件
の
う
ち
、
全
対
象
予
報
区
で

間
に
合
っ
た
の
は
一
件
だ
け
で
あ
っ
た
と
総
務
省
の
行
政
評
価
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。

右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

現
状
に
お
い
て
、
気
象
庁
は
緊
急
地
震
速
報
の
技
術
で
震
源
地
に
近
い
内
陸
部
な
ど
で
間
に
合
わ
な
い
ケ
ー
ス
を
ゼ
ロ
に

す
る
こ
と
が
困
難
だ
と
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
精
度
を
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
現
状
と
課
題
を

明
示
し
た
上
で
、
今
後
の
具
体
的
な
取
り
組
み
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。
併
せ
て
、
よ
り
迅
速
な
情
報
提
供
を
し
て
い
く
た
め

の
具
体
的
な
施
策
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。


